
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立地適正化計画とは、居住と居住に関わる商業、医療、福祉などの生活利便施設が適切に立地する

よう時間をかけながら緩やかな誘導を図り、公共交通と連携した持続可能でコンパクトなまちづくり

を推進する計画です。 

和光市では、コンパクトで利便性の高い都市づくりに向けた取組を具体化し進展させるため、「和光

市立地適正化計画」を策定することとなりました。 

その策定にあたり、広く市民の皆さまからご意見を募集します。 

■ 対象案件 

和光市立地適正化計画（案） 

■ 意見の提出期間 

令和 5 年 12 月 7 日（木）～令和 5 年 12 月 28 日（木）  ※郵送の場合は当日消印有効 

■ 計画書（案）の閲覧場所 

① 市役所２階 都市整備課  ② 市役所行政資料コーナー  ③ 図書館 

④ 図書館下新倉分館       ⑤ 公民館（中央・南・坂下）    ⑥ 和光市ホームページ 

■ 意見を提出できる人の範囲 

① 市内に在住、在勤、在学者  ② 市内に会社等を持っている個人及び法人その他の団体 

③ 上記以外の人で和光市に納税義務のある人  ⑤ この案件に利害関係のある人 

■ 意見提出の方法 

① 持参又は郵送 

   〒351-0192 和光市広沢 1-5 

   和光市 都市整備部 都市整備課 

② 電子メール 

   e0１00@city.wako.lg.jp 

③ ファックス 

   048-464-５５７７ 

■ 検討結果の公表 

２月～３月頃 

意見提出者に個別の回答は行いませんが、意見の概要及び意見に対する市の考え方や、 

案を修正したときは、その修正内容を公表します。 

■ 説明会（オープンハウス形式）  

① （日時） 令和 5 年 12 月 9 日（土） 13 時 00 分～17 時 00 分 

 （会場） 下新倉小学校 体育館 

② （日時） 令和 5 年 12 月 16 日（土） 13 時 00 分～17 時 00 分 

 （会場） 市役所６階 ６０２会議室 

※ご都合の良い時間にご来場ください。  

和光市立地適正化計画（案） 

パブリック・コメント募集 

問い合わせ先 

和光市 都市整備課 計画担当 
電話 048-464-1111（代） 

内線 2247・2248・2249  

○住所、氏名（法人・団体名）は必ずご記入 
ください。 

○匿名のご意見は受け付けることができま 
せん。（意見提出者の住所、氏名を公表 
することはありません。） 

○文章により提出することが困難な人は、 
録音テープ等で提出することができます。 

１２月７日（木）～１２月２６日（火）の間、 

本計画の内容をまとめたパネル展示を以下の 

場所で行っています。ぜひご覧ください！ 

① 市役所１階 展示物掲載エリア 

② 和光市図書館下新倉分館 渡り廊下 


